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 検討委員会報告書 

 

 本検討委員会は、東京地方最低賃金審議会から付託された、「東京都鉄鋼業最低

賃金」、「東京都はん用機械器具、生産用機械器具製造業最低賃金」及び「東京都

自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業，舶用機関製造業、航空機・同附属品

製造業最低賃金」の改正決定並びに「東京都電子部品・デバイス・電子回路製造業、

電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金」及び「東京都自動車小売

業（新車）最低賃金」の決定にかかる必要性について、計４回にわたり慎重に審議

を重ねてきたところである。 

審議においては、当初より労使各側の見解の隔たりが大きかったため、公益委員

としては労使のイニシアティブの発揮をお願いするとともに、労使の主張の隔たり

を埋めるべく努力してきたところである。 

しかしながら、それぞれ申出のあった特定最低賃金の改正決定等に対し、必要性

ありとの決定を行うことの全会一致での結論に至らなかったことを報告する。 

 なお、審議に当たった本検討委員会の委員は別紙のとおりである。 

 


